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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期

決算年月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月

売上高 (千円) 22,572,086 22,353,137 22,042,697 22,123,225 21,800,492

経常利益 (千円) 1,088,244 1,064,020 566,007 685,813 281,309

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 271,692 △87,972 137,342 280,792 △55,026

持分法を適用した場合の     

投資利益
(千円) － － － － －

資本金 (千円) 2,375,850 2,375,850 2,375,850 2,375,850 2,375,850

発行済株式総数 (株) 5,505,000 5,505,000 5,505,000 5,505,000 4,205,000

純資産額 (千円) 12,470,044 12,227,601 12,269,303 12,427,780 12,206,148

総資産額 (千円) 17,879,462 16,657,662 16,991,072 16,719,525 16,496,990

１株当たり純資産額 (円) 2,965.65 2,908.07 2,917.99 2,955.68 2,902.98

１株当たり配当額
(円)

40.00 30.00 32.00 32.00 26.00

（うち１株当たり中間配当額） (20.00) (20.00) (16.00) (16.00) (16.00)

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額(△)
(円) 64.61 △20.92 32.66 66.78 △13.09

潜在株式調整後１株当たり   

当期純利益金額
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 69.7 73.4 72.2 74.3 74.0

自己資本利益率 (％) 2.2 △0.7 1.1 2.3 △0.5

株価収益率 (倍) 19.7 － 50.5 25.7 －

配当性向 (％) 61.9 － 98.0 47.9 －

営業活動による             

キャッシュ・フロー
(千円) 923,640 △1,258,466 1,612,372 740,510 795,784

投資活動による             

キャッシュ・フロー
(千円) △193,655 △255,299 △140,246 △289,206 △207,409

財務活動による             

キャッシュ・フロー
(千円) △309,749 △383,171 △366,753 △405,967 △406,470

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 5,220,173 3,323,235 4,428,608 4,473,944 4,655,849

従業員数
(名)

226 229 238 241 245

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔1,436〕 〔1,468〕 〔1,472〕 〔1,392〕 〔1,415〕

（注）１ 当社は、連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、

記載しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４ 第52期、第54期及び第55期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

第53期及び第56期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失

金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５ 第53期及び第56期における株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

６ 従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２【沿革】

当社は、昭和27年４月、創業者の故後藤久一が名古屋市中村区において、絹糸類の加工販売を主要業務とする「後

藤縫糸」の創業に始まり、昭和36年３月、「藤久株式会社」に組織変更しました。

当社の会社設立後、現在までの沿革は次のとおりであります。

年月 概要

昭和36年３月 絹糸類の加工及び販売を目的とする藤久株式会社を名古屋市西区替地町（現名古屋市西区那古野）に

資本金1,800千円で設立

昭和43年７月 手芸専門店のチェーン展開を開始、「手芸のすずらん」直営１号店を愛知県安城市に開店

昭和50年12月 本社ビルを名古屋市名東区高社一丁目210番地（現本店所在地）に新設し、移転

昭和55年９月 通信販売で籐工芸材料・籐工芸用品の取扱いを開始

昭和57年８月 第２ビルを名古屋市名東区猪高町（現名古屋市名東区猪子石）に新設

昭和58年６月 「手芸センタートーカイ」第１号店を名古屋市千種区今池に開店

昭和58年10月 通信販売で手編み糸の取扱いを開始

昭和63年２月 通信販売で衣料品の取扱いを開始

平成元年９月 ＰＯＳレジを直営店全店舗に設置し、ＰＯＳ（販売時点情報管理）システムの導入

平成４年10月 店舗運営における「ＦＩＴ－ＳＹＳＴＥＭ」（当社独自のＥＯＳシステム）の導入

平成５年１月 店舗運営における販売委託制オーナーシステムを発足し、加盟者の募集開始

平成５年７月 オーナーシステム制販売委託店（以下「ＯＳ店」という。）６店舗で開始

平成６年４月 日本証券業協会に登録、店頭登録銘柄として株式公開

平成７年３月 通信販売で生活雑貨の取扱いを本格的に開始

平成９年９月 「サントレーム」第１号店を岐阜県各務原市鵜沼西町に開店

平成13年８月 「ビーズハウスマミー」第１号店を名古屋市中区栄に開店

平成14年２月 「手芸センタートーカイ」のショップブランドを「クラフトハートトーカイ」に刷新し新規開設店舗

より展開を開始

平成15年８月 東京証券取引所市場第二部及び名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場

平成15年９月 「クラフトワールド」第１号店をさいたま市大宮区に開店

平成16年３月 「クラフトパーク」第１号店を静岡県島田市宝来町に開店

平成17年３月 「クラフトループ」第１号店を千葉県四街道市に開店

平成17年11月 オンラインショップ「シュゲールドットコム」（ｓｈｕｇａｌｅ．ｃｏｍ）を開店

平成19年10月 ＰＯＳシステムを刷新したＷｅｂ店舗システムを全店に導入

平成20年７月 店舗内ソーイングスクールの講座を９店舗で開始

平成21年１月 オンラインショップ「サントレーム」楽天店を開店

平成24年３月 「ＦＩＴ－ＳＹＳＴＥＭ」を刷新し、Ｗｅｂ－ＥＤＩによる藤久ポータルサイトを運用開始

平成25年１月 オンラインショップ「ジャストパートナー」楽天店を開店

平成25年２月 オンラインショップ「サントレーム」ヤフー店を開店

平成25年５月 東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄に指定

平成27年４月 オンラインショップ「クラフトハートトーカイドットコム」開店

平成27年10月 自己株式1,300,000株を消却、発行済株式総数は4,205,000株に減少

平成28年３月 コンプライアンス委員会設置

平成28年６月 店舗総数496店（うち、ＯＳ店171店、店舗内ソーイングスクール開講240店）
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３【事業の内容】

当社は、毛糸、手芸用品、生地、和洋裁服飾品、衣料品及び生活雑貨等を中心とした一般小売事業を主たる業務と

しております。

事業部門として、「クラフトハートトーカイ」、「クラフトワールド」、「クラフトパーク」及び「クラフトルー

プ」で構成する手芸専門店チェーンとともに、生活雑貨専門店「サントレーム」を展開する店舗販売部門のほか、カ

タログ等の媒体とオンラインショップによる一般顧客への販売を行う通信販売部門、その他の部門として付随的に不

動産賃貸等を営んでおります。

当社は、セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別の事業内容を示しております。

当社の店舗販売部門における地域別店舗数は次のとおりであります。

平成28年６月30日現在
 

 
北海道・
東北

関東 中部 近畿 中国・四国 九州 合計

クラフトハートトーカイ 45 118 128 49 39 40 419

クラフトワールド － 1 － － 1 － 2

クラフトパーク 8 14 5 11 2 3 43

クラフトループ － 1 2 － 1 － 4

サントレーム 3 3 13 5 2 2 28

合計 56 137 148 65 45 45 496

 

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

平成28年６月30日現在
 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

245

〔1,415〕
38.2 13.0 5,326

 

当社は、セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 従業員数(名)

店舗販売部門
198

〔1,359〕

通信販売部門
13

〔  41〕

その他の部門
34

〔  15〕

合計
245

〔1,415〕

（注）１ 従業員数は就業人員であります。

２ 従業員数欄の〔 〕内は外書で、嘱託契約の従業員及びパートタイマー等の期中平均人員（１名１カ月

170時間勤務換算）であります。

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４ その他の部門は、総務のほか、経理及び情報システム等管理部門の従業員を含めて記載しております。

 

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は協調的であり円滑に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当事業年度における国内景気情勢は、雇用情勢や企業の設備投資に改善の動きが見られたものの、消費者マイ

ンドや企業収益の改善には足踏みも見られ、総じて緩やかな回復基調となりました。一方、欧州での不確実性の

高まりや、新興国や資源国景気の下振れ等の懸念材料もあり、先行きは依然不透明な状況となりました。

手芸・服飾品業界におきましては、業種や業態を超えた企業間競争の激化や淘汰が進むなど、厳しい経営環境

が続きました。

このような情勢のもとで、当社では新規出店に当たりましては、中・小型店舗を中心とした地域密着型店舗の

開発を行いましたほか、既存店では収益力の向上を重点課題とし、業績の向上に取り組んでまいりました。

（店舗販売部門）

新規出店では、「クラフトハートトーカイ」22店舗、「クラフトパーク」２店舗及び「サントレーム」２店舗

の合計26店舗を開設しました。一方、退店では、「クラフトハートトーカイ」16店舗、「クラフトパーク」１店

舗、「クラフトループ」１店舗及び「サントレーム」２店舗の合計20店舗を閉鎖しました。この結果、当事業年

度末現在の総店舗数は前事業年度末比６店舗純増の496店舗となりました。

手芸専門店では、店舗内ソーイングスクールの開講店舗を前事業年度末比18店舗純増の240店舗に拡大し、受

講者数の増加を図るとともに、既存の店舗内ソーイングスクールの強化に取り組みました。また、出張講習会や

イベント講習会の拡充、講習会講師の育成と講習会稼働率の向上に努め、「教えること」による売上げの増大と

顧客層の拡大を図りました。商品面では、ＵＶレジン関連商品の拡充、「大人ディズニー」提案としての「ツム

ツム」の展開、「和」をテーマとした商品群の提案強化などに取り組みました。しかしながら、前事業年度に

ヒットした「妖怪ウォッチ」や「アナと雪の女王」などのキャラクター商品群及び「ファンルーム」関連商品の

売上減少分をカバーするリード商品の創出には至らず、来店客数が減少する一因となりました。

生活雑貨専門店では、定期的な販売促進策の実施により売上げ増大に努めるとともに、服飾雑貨など特定の商

品群に特化した店舗の展開や、手芸用品と融合した売場の構築などに取り組みました。しかし、各種講じた販売

促進策においても、顕著な効果が得られず、また、売場の再構築に向けて、新規商品の投入を抑制し在庫の削減

を進めたことなどもあり、売上げを落とす結果となりました。

商品区分別売上高では、生地及び和洋裁服飾品は前事業年度を上回りましたものの、毛糸、手芸用品、衣料品

及び生活雑貨が前事業年度を下回りました。これらの結果、当部門の売上高は205億64百万円（前年同期比1.9％

減）となりました。

（通信販売部門）

ネット通販サイトでは、出店先電子モールのイベントに連動した販売促進策や顧客層の拡大策に継続的に取り

組みました。また、通信販売部門と店舗販売部門との間での連携強化及び商品情報共有化等を推し進めました。

商品区分別売上高では、毛糸及び衣料品は前事業年度を下回りましたものの、手芸用品、生地、和洋裁服飾品

及び生活雑貨が前事業年度を上回りました。これらの結果、当部門の売上高は11億91百万円（前年同期比8.2％

増）となりました。

（その他の部門）

当部門の内容は不動産賃貸であり、売上高は44百万円（前年同期比12.0％減）となりました。

 

以上の結果、営業成績につきましては、全業態既存店売上高が3.4％の減収となり、売上高は218億円（前年同

期比1.5％減）となりました。利益面では、上期において人件費や広告宣伝費等が増加したことを踏まえ、下期

以降は出退店や改装等の計画を見直し、経費の効率的な使用に努めましたものの、営業利益は２億72百万円（前

年同期比60.1％減）、経常利益は２億81百万円（前年同期比59.0％減）となり、税引前当期純利益に法人税、住

民税及び事業税並びに法人税等調整額を加減算しました結果、当期純損失は55百万円（前事業年度は２億80百万

円の当期純利益）となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ１億81百万円

増加し、46億55百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、７億95百万円（前年同期比55百万円増）となりました。主なプラス要因は、

減価償却費４億25百万円、仕入債務の増加額１億80百万円、税引前当期純利益１億68百万円、差入保証金の減少

額１億33百万円によるものであります。主なマイナス要因は、法人税等の支払額２億19百万円、未払消費税等の

減少額１億22百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、２億７百万円（前年同期比81百万円減）となりました。これは、主に有形固

定資産の取得による支出１億76百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、４億６百万円（前年同期比０百万円増）となりました。これは、主にリース

債務の返済による支出２億71百万円、配当金の支払額１億34百万円によるものであります。
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２【仕入及び販売の状況】

当社は、セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別及び商品区分別に示すと次のとおりであります。

(1）仕入実績

区分

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

仕入高(千円) 構成比(％) 前年同期比(％)

店舗販売部門 7,687,173 91.9 99.8

毛糸 385,829 4.6 93.5

手芸用品 2,174,148 26.0 105.2

生地 2,036,688 24.4 103.6

和洋裁服飾品 2,428,132 29.0 100.5

衣料品 273,735 3.3 82.1

生活雑貨 388,639 4.6 76.9

通信販売部門 653,712 7.8 112.4

毛糸 46,011 0.6 103.1

手芸用品 207,832 2.5 112.8

生地 37,615 0.4 120.2

和洋裁服飾品 104,326 1.2 124.1

衣料品 72,882 0.9 92.3

生活雑貨 185,044 2.2 116.8

その他の部門 23,430 0.3 79.2

合計 8,364,316 100.0 100.6

（注）１ その他の部門は、不動産賃貸収入に係る原価相当額であります。

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 金額は、仕入価格によっております。

４ 和洋裁服飾品の区分には、ミシンが含まれております。
 

(2）販売実績

区分

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

売上高(千円) 構成比(％) 前年同期比(％)

店舗販売部門 20,564,269 94.3 98.1

毛糸 991,538 4.6 89.7

手芸用品 5,524,138 25.3 99.2

生地 5,391,761 24.7 100.4

和洋裁服飾品 6,370,098 29.2 101.1

衣料品 513,071 2.4 82.9

生活雑貨 876,181 4.0 77.1

その他 897,480 4.1 102.7

通信販売部門 1,191,745 5.5 108.2

毛糸 86,753 0.4 93.2

手芸用品 372,061 1.7 110.5

生地 74,942 0.3 119.1

和洋裁服飾品 167,521 0.8 127.6

衣料品 148,533 0.7 90.4

生活雑貨 340,330 1.6 109.5

その他 1,602 0.0 76.5

その他の部門 44,477 0.2 88.0

合計 21,800,492 100.0 98.5

（注）１ 店舗販売部門のその他は、主に会員制による入会金の収入等であります。

２ 通信販売部門のその他は、主に保険受取手数料収入であります。

３ その他の部門は、不動産賃貸であります。

４ 和洋裁服飾品の区分には、ミシンが含まれております。

５ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）店舗販売部門の地域別売上高

当事業年度における店舗販売部門の地域別店舗売上高は、次のとおりであります。

地域

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

売上高(千円) 構成比(％)
出・退店(店)

期末店舗数(店)
出店 退店

北海道・東北 2,144,762 10.4 － 2 56

関東 5,891,919 28.7 6 4 137

中部 6,785,004 33.0 12 6 148

近畿 2,383,376 11.6 5 2 65

中国・四国 1,677,569 8.2 2 2 45

九州 1,665,712 8.1 1 4 45

合計 20,548,345 100.0 26 20 496
 
（注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 売上高には、ポイント引当金の調整額等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

(1）会社が対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、政府や日銀の各種政策効果の発現により企業収益の改善が見込まれ、雇用情勢や

所得環境にも緩やかな回復が期待できますものの、海外情勢の不安定さが強まる中、海外景気の下振れが国内景気

を下押しするリスクが残り、企業にとっては厳しい経営環境が続くものと予想されます。

このような状況のもとで、当社では、前事業年度に行った店舗運営部門の組織改編により、本部と店舗の連携を

密にする体制を一層強化いたしますほか、新規出店やソーイングスクールの導入を抑制し、既存店の立て直しを最

重要課題として取り組んでまいります。

店舗運営面につきましては、手芸専門店では、既設の店舗内ソーイングスクールや店頭講習会において、イベン

トの実施などにより新規受講者の増加を図るほか、講師の育成に努めて講習会稼働率の向上を図り、「教えるこ

と」による顧客層の拡大と売上げの増大を徹底して推し進めてまいります。また、生活雑貨専門店では、ギフト提

案の強化や特定カテゴリーに特化した店舗の開発などに継続して取り組んでまいります。さらに、販売促進策につ

いては、手芸専門店、生活雑貨専門店ともに、その内容や方法を大幅に見直し、販促の費用対効果をより一層高め

てまいります。

商品面につきましては、手芸専門店において、インテリアやＤＩＹクラフトの提案に取り組むほか、「和」や

「ディズニー」など根強い支持が得られる商品群において、積極的な商品開発を推し進めてまいります。また、生

活雑貨専門店においては、メンズ商品及びユニセックス商品の導入を図るほか、キャラクター商品の拡充を推し進

め、顧客層の拡大及び客単価の向上により、売上げの増大を図ってまいります。

通信販売部門では、出店先電子モールの販促企画と連動したセール企画や顧客層拡大策の継続実施に加え、広告

宣伝の見直しや通信販売部門と店舗販売部門の部門間相互の情報の共有化等を推し進め、売上げの増大と利益の確

保を図ってまいります。

当社では、これらの重点施策の実施により、一層の業績向上と業容の拡大に努めてまいる所存であります。

 

(2）株式会社の支配に関する基本方針

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値

及び会社の利益ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるこ

とが必要であると考えております。公開会社である当社の株券等については、株主及び投資家の皆様による自由

な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、

最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大量買付行為があった場

合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えま

す。

しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買

付行為を強行する動きが見受けられます。こうした大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び会

社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するお

それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が当該行為に係る提案内容や対象会社の取締役会からの代替案等を

検討するための十分な時間や情報を提供しないもの、さらに対象会社の取締役会が大量買付者の提示した条件よ

りも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値及び会社

の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社といたしましては、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の向上に資さない

大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えており、

このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段を講じることが、必要であると考えます。

② 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主及び投資家の

皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記①の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、

以下の施策を実施しております。

この取組みは、下記イ.の当社の企業価値の源泉を十分に理解したうえで策定されており、当社の企業価値及

び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるべく十分に検討されたものであります。

したがいまして、この取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
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イ．企業価値の源泉について

当社の企業価値の源泉は、当社が独自に考案・構築した店舗運営を支援する次の仕組みであります。

すなわち、顧客ニーズの把握と新たな創出を可能とする自社企画開発力、地域社会に密着した着実な営業展

開に取り組んでいる路面店舗及び商業施設へのインショップ型店舗、販売委託制オーナーシステムによる出店

地域在住の加盟者との共存共栄体制による地域密着型店舗販売業務の実現、ＥＯＳ（電子式補充発注システ

ム）オンラインシステムによる店舗・お取引先様・本社・物流センター（外部委託業者）のネットワークを形

成する当社独自の物流システムの構築、柔軟性・拡張性に優れたＩＴシステムの運用が、当社の企業価値の源

泉となっております。

そして、これらの企業価値の源泉を支えるのは、高付加価値を醸成する商品調達や商品企画・開発、店舗開

発、ストアオペレーションの従事者及び手芸専門講師等のほか、オーナーシステム店舗オーナー等の人材であ

り、企業価値は、経営理念「信用」を基礎としたお客様、お取引先様、株主の皆様、従業員、地域社会のいず

れからも信用され、その信用を維持することから創出され、これらが最大の企業価値の源泉であります。

ロ．企業価値向上への取組みについて

当社は、創立当時から多様な手芸用品を中心とした「ヒト」と「モノ」との関係を常に探求しております。

手芸・クラフトは、単に趣味の領域にとどまらず、生きがいづくり、簡単な手芸・クラフトの作品づくりが作

業療法となり、手先を使い、手順を考えることで脳の活性化を意識して作品づくりを行うことなど、学ぶ・作

る・身につける・飾る・贈るというライフスタイルを重視した心豊かな暮らしとともに、全国店舗展開による

地域社会への貢献に取り組んでおり、以下の方針のもと、一層の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の

利益の確保・向上にまい進していく所存であります。

ａ．店舗販売事業における手芸専門店においては、講習会の開催により受講者が手芸・クラフトの楽しさを享

受され、その完成した作品については当社独自に開催する展示会への出品、手芸専門書籍及びＷｅｂ上の手

芸作品投稿サイト「クラフトカフェ」への掲載など、より多くの人々に周知する機会を提供することによ

り、「手芸の作る喜びと感動」を実感していただくといった活動を通じて、手づくり文化の伝承とさらなる

手づくりファンの増加を図っております。

ｂ．店舗販売事業における手芸専門店の店舗内においては、作品を作る技術を学びたい、手づくりのものを身

につけて楽しみたい、プレゼントして喜びを共有したいという目的を達成すること、多くの方に洋裁や手芸

に興味をもっていただき、洋裁を普及させることを目的にソーイングスクールも開講しております。「かん

たん！きれい！おしゃれ！」をコンセプトとして、ニット生地を使ってロックミシンで自分に合った洋服を

作る教室で、店舗規模に応じたスペースに専用のミシンを配置し運営しており、「教えること」による売上

の向上を図っております。また、生活雑貨専門店については、時季に応じた提案力を高めるとともに、商品

力の強化・拡充を推進するため、品揃えや商品調達におきまして自社企画商品の拡充を推し進め、商品の付

加価値の向上を目指しております。

ｃ．通信販売事業につきましては、専門カタログによる販売に加え、Ｗｅｂサイト上の店舗について認知度を

高めるとともに、取扱商品の充実を図り、店舗で販売していない趣味性の高い商品や無店舗販売の特徴であ

る自宅までのお届けなど、商品力と利便性の向上によってお客様の購買意欲を高めております。

なお、通信販売と店舗販売との業態間において、取扱商品の企画・開発について連携を図ることにより、双

方の効率化と相乗効果を発揮することが可能となります。

ハ．コーポレート・ガバナンスの取組みについて

当社のコーポレート・ガバナンスについては、企業価値を継続的に向上させるとともに、「コンプライアン

ス・マニュアル」の整備並びにコンプライアンス委員会の設置により法令遵守並びに企業倫理の重要性を認識

し、株主の皆様、お客様、お取引先様、従業員、地域社会等のステークホルダーの皆様からの信頼を一層高め

るべく、経営判断の迅速化、経営の透明性及び公正性の観点から、経営上の組織整備や経営陣に対する監視機

能の充実を重要課題として取り組んでおります。

当社は、月１回開催する取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、月１回の

定例開催に加え随時必要に応じて開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っております。

監査役につきましては４名全員を社外監査役とし、より独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監

視できる体制を整えております。

また、社長直轄の内部監査部門として内部監査室を設置し、各部署の業務プロセスやコンプライアンス、リ

スク管理の状況等について、社内業務監査を実施して適正性等の検証を行い、その結果を社長に報告するほ

か、常勤監査役も出席する監査報告会で報告し、監査情報の共有を図っております。

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制」について、取締役会において決議し

ております。これに基づき、当社として業務の適正を確保する内部統制システムの整備を継続的に推し進めて

おります。
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

当社といたしましては、大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値の向上及び会社の

利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券

等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者及び当社取締役会の双

方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。

また、当社取締役会は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大

量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法につい

て、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますの

で、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。

当社は、このような考え方に立ち、平成26年８月７日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為へ

の対応策（買収防衛策）の具体的な内容（以下「本プラン」といいます。）を決定し、平成26年９月26日開催の

当社第54期定時株主総会において、株主の皆様より承認、可決されました（なお、本プランは平成23年９月29日

開催の当社第51期定時株主総会において、株主の皆様より承認、可決された当社株券等の大量買付行為への対応

策（買収防衛策）の有効期間満了に伴い、その内容を修正のうえ更新したものであります。）。本プランは、大

量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付

行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対

抗措置を定めており、その概要は以下のとおりであります（本プランの詳細につきましては、当社のホームペー

ジ（http://fujikyu-corp.co.jp/）で公表しております平成26年８月７日付プレスリリース「会社の支配に関す

る基本方針の改定及び当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」をご参照

ください。）。

イ．本プランの概要

本プランは、大量買付行為が行われる場合に、当該大量買付行為を行い、または行おうとする者に対し、事

前に当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、当該大量買付行為についての情報の収集及び

検討のための一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・

方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための

手続を定めております。

ロ．新株予約権無償割当て等の対抗措置

本プランは、大量買付者に対して当該所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大

量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び会

社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対

する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他

の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その

他の対抗措置が用いられることもあります。

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、大量買付者及び

その関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係

者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその

関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

ハ．独立委員会の設置

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに本プランに定めるルールが遵守さ

れた場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し、または向上させるために必要か

つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、

その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会

を設置しております。独立委員会の委員は、３名以上５名以下とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理

士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行役として経験のあ

る社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。

ニ．情報開示

当社は、本プランに従い、大量買付行為があった事実、大量買付者から十分な情報が提供された事実、独立

委員会の判断の概要、対抗措置の発動または不発動の決定の概要、対抗措置の発動に関する事項その他の事項

について、株主の皆様に対し、適時かつ適切に情報開示を行います。
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④ 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地

位の維持を目的とするものではないこと及びその理由）

本プランは、以下の理由により、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうもので

はなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

イ．買収防衛策に関する指針（経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」）の要件等を完全に充足していること

ロ．企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること

ハ．株主意思を重視するものであること

ニ．独立性の高い社外者（独立委員会）の判断を重視していること

ホ．対抗措置発動に係る合理的な客観的要件を設定していること

ヘ．独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること

ト．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 

４【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項については、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

① 業績の季節変動について

当社の主要販売商品である手芸用品、生地、和洋裁服飾品及び生活雑貨のうち、入園・入学関連商品及び新生

活関連商品は春が需要期となるため、第３四半期は売上高の年度構成比が高くなる傾向にあります。一方で、販

売費及び一般管理費の四半期別の割合はほぼ一定であるため、経常利益の割合は第３四半期に偏る傾向がありま

す。

当社の最近２事業年度における四半期別の売上高及び経常利益は、次のとおりであります。

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

前事業年度
(平成27年６月期)

売上高  (百万円) 4,997 5,599 6,219 5,306 22,123

(構成比) (22.6) (25.3) (28.1) (24.0) (100.0)

経常利益 (百万円) △158 225 504 114 685

(構成比) (△23.1) (32.9) (73.5) (16.7) (100.0)

当事業年度
(平成28年６月期)

売上高  (百万円) 5,001 5,447 6,099 5,251 21,800

(構成比) (22.9) (25.0) (28.0) (24.1) (100.0)

経常利益 (百万円) △221 63 386 52 281

(構成比) (△78.9) (22.7) (137.5) (18.7) (100.0)

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 構成比は、事業年度合計に占める割合（％）であります。

 

② 自社企画商品について

当社では、収益力の向上と独自性の強化による差別化を図るため、商品の自社企画・開発に注力しておりま

す。当事業年度における店舗総売上高に占める自社企画商品の割合は一定の高さを維持しておりますが、企画・

開発の進捗状況や販売状況等によっては、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 店舗展開について

当社は、中核事業として手芸専門店チェーンの全国的な展開を行っており、業容拡大には店舗数の増加が大き

く寄与しております。当社では、今後とも新規出店を推進していく方針でありますが、投資効率を重視したロー

コスト経営による店舗展開を図るという観点から、当社の出店条件に合致する物件が確保できるかどうかによ

り、出店計画及び店舗売上計画の成否が左右され、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ インショップ型店舗の展開について

当社の店舗は、路面店とともに商業施設へのインショップ型の出店も行っておりますが、出店先の商業施設の

集客力が変動した場合等には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 店舗の賃借物件への依存について

当社の店舗は、大部分について賃借しておりますが、貸主の事由によっては業績が好調な店舗であっても当該

店舗の退店を余儀なくされる可能性があります。また、当社では出店に際して保証金を差し入れていることか

ら、倒産その他貸主の事由によっては保証金等の全部または一部が回収できなくなる可能性があります。
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⑥ 固定資産の減損会計適用について

当社の店舗は、大部分について賃借しており、店内設備の陳列什器備品につきましてはリース契約により使用

し、内装及び電気設備等の一部は当社の負担において設置しております。当社では、主として店舗を基本単位に

資産のグルーピングを行っており、各営業店舗の業績推移及び退店・移設の予定によって減損の兆候が生じた場

合、もしくは土地等の時価が著しく下落した場合においては、当該固定資産について減損会計を適用し、減損損

失を計上する可能性があります。

⑦ スクラップアンドビルドに伴う費用について

当社は、既存店舗におきましても商品構成の見直し、業態転換または立地移転のほか、必要な場合には退店等

を行うなど、店舗の活性化及び収益力の強化を図っております。当社では、今後ともスクラップアンドビルドを

積極的に推し進める方針であるため、これらに伴う固定資産除却損や店舗閉鎖損失の費用が発生する可能性があ

ります。

⑧ 販売委託契約について

当社では、直営店のほか、販売委託制「オーナーシステム」により、加盟者と販売委託契約を締結して、当社

が保有するショップブランド名にてチェーン展開を図っております。

「オーナーシステム」は、加盟者と共存共栄を図ることを基本方針としており、契約当事者いずれかの要因に

より信頼関係が損なわれる場合には、当社の店舗運営方針及び施策等の浸透や、当社の店舗政策に基づく出退店

または移転等が適時に実施できないことなどに支障を来たす可能性があります。

⑨ 個人情報の管理について

当社は、店舗販売及び通信販売事業におきまして、会員制を採用して個人情報を取得し、セール案内等の情報

提供に利用しており、当該顧客情報の管理に関しては「コンプライアンス・マニュアル」とともに「個人情報保

護規程」を制定するなど、運用管理には可能な限りの対策を講じております。しかし、何らかの事由により個人

情報の流出または誤用が生じた場合には、当社に対する顧客からの信用を失うこととなり、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。

⑩ 情報システム管理について

当社は、コンピュータシステムと通信ネットワークを利用して業務処理を行っており、自然災害や事故のほ

か、コンピュータウイルスに起因するシステムの障害及び外部からの不正侵入等により、システムダウンもしく

は重要データの喪失または漏洩が生じる可能性があります。当社では、当該システムの予防措置について、万一

の場合に備え保守・保全の対策を講じ、情報管理体制の内部統制に努めておりますが、想定を超えた侵入技術に

よる不正アクセスやシステム障害等の予期せぬ事態が生じた場合には、社会的信用や業績に影響を及ぼす可能性

があります。

⑪ 大規模自然災害について

当社は、全国的に店舗を展開しており、当社店舗の周辺地域において大地震や台風等の自然災害あるいは予期

せぬ事故等により、店舗または商品に物理的損害が生じ店舗営業活動が阻害された場合、さらに人的被害が発生

した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 法的規制について

当社の行う事業は、商標法や著作権法等の知的財産に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防

止法、家庭用品品質表示法、製造物責任法、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、特定商取引に関する法

律、不正競争防止法等による法的規制を受けております。

当社では、コンプライアンス委員会を設置するなど、社内教育・研修の実施を含めたコンプライアンス体制の

整備等、法令を遵守する体制の整備に努めておりますが、これらの法令に違反する事由が生じた場合、また、新

たな法令の制定等が行われた場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

販売委託契約

当社は、店舗のチェーン展開に当たり、平成５年１月から当社独自の販売委託制「オーナーシステム」の加盟者

募集を開始し、当事業年度末現在の総店舗数496店舗のうち171店舗において販売業務の委託を行っており、加盟者

と共存共栄を図ることを基本方針とした販売委託契約を締結しております。

その契約の主な事項は次のとおりであります。

① 契約の目的

当社は、加盟者（以下「オーナー」という。）に対して当社が開発した店舗の経営ノウハウを提供するとと

もに、商品の販売と管理を委託し、双方協力して地域顧客の需要に応えるべく創意をこらし、ともに繁栄を図

ることを目的としております。

② 契約に際して徴収する加盟料、保証金に関する事項

加盟料 1,000千円

保証金 1,000千円

③ 商品の所有権及び販売価格に関する事項

商品の所有権は、すべて当社に帰属し、販売価格は当社が決定します。また、当社が提供する販売促進策及

び販売指導等に基づき、オーナーは販売業務を行っております。

④ 販売委託料に関する事項

事業年度ごとに算出された売上総利益額に、あらかじめ定めた委託料率を乗じ、調整額を加えた金額を販売

委託料として支払っております。

⑤ 経費負担に関する事項

店舗家賃等は、他の直営店と同様に当社の費用として処理しておりますが、店舗運営・管理にかかるパート

タイマー等の人件費、水道光熱費及び通信費等についてはオーナー負担としております。

⑥ 契約期間に関する事項

契約発効の日から１年間としております。ただし、期間満了３カ月前までに双方異議の申し出がない場合は

１年間延長するものとし、以後においても同様としております。

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の数値及び報告期間における収益・費用の報告数値、並びに

開示に影響を与える見積りを行っております。これらの見積りにつきましては、過去の実績や状況に応じて合理的

と考えられる要因に基づき行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果と異なる場合があり

ます。

なお、当社の採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況の重要な会計方針」に記載しております。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

流動資産は、商品が93百万円減少しましたものの、現金及び預金が１億81百万円増加しましたことにより、前

事業年度末に比べ59百万円増加し、113億63百万円となりました。

固定資産は、差入保証金が１億15百万円、リース資産が96百万円とそれぞれ減少しましたことにより、前事業

年度末に比べ２億82百万円減少し、51億33百万円となりました。

この結果、資産合計は、前事業年度末に比べ２億22百万円減少し、164億96百万円となりました。

（負債）

流動負債は、その他に含まれております未払消費税等が１億22百万円減少しましたものの、買掛金が92百万

円、支払手形が88百万円とそれぞれ増加しましたことにより、前事業年度末に比べ86百万円増加し、31億32百万

円となりました。

固定負債は、リース債務が72百万円減少しましたことにより、前事業年度末に比べ87百万円減少し、11億58百

万円となりました。

この結果、負債合計は、42億90百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、主に利益剰余金の減少により、前事業年度末に比べ２億21百万円減少し、122億６百万円とな

りました。

 

(3）経営成績の分析

（売上高）

当事業年度の売上高は、前事業年度に比べ３億22百万円減少し、218億円となりました。このうち、店舗販売

部門では1.9％減の205億64百万円、通信販売部門では8.2％増の11億91百万円、その他の部門では12.0％減の44

百万円でありました。

店舗販売部門では、手芸専門店「クラフトハートトーカイ」22店舗、「クラフトパーク」２店舗及び生活雑貨

専門店「サントレーム」２店舗の合計26店舗を開設するとともに、店舗内ソーイングスクールの開講店舗を前事

業年度末に比べ18店舗純増の240店舗への拡大等に努めましたものの、全業態既存店売上高が3.4％の減収となり

ました。

商品部門別売上高では、前事業年度に比べその他の部門が1.9％増（17百万円増加）、和洋裁服飾品が1.7％増

（１億７百万円増加）、生地が0.6％増（34百万円増加）となりましたものの、生活雑貨が16.0％減（２億31百

万円減少）、衣料品が15.6％減（１億21百万円減少）、毛糸が10.0％減（１億19百万円減少）、手芸用品が

0.1％減（８百万円減少）となりました。

（売上総利益）

売上総利益は、前事業年度に比べ１億44百万円減少し、135億79百万円となりました。売上総利益率につきま

しては、前事業年度に比べ0.3％ポイント上昇し、62.3％となりました。

（販売費及び一般管理費）

販売費及び一般管理費は、主に給料及び賞与が１億９百万円、販売手数料が99百万円、広告宣伝費が77百万円

とそれぞれ増加しましたことにより、前事業年度に比べ２億65百万円増加し、133億７百万円となりました。

（営業利益）

営業利益は、前事業年度に比べ４億10百万円減少し、２億72百万円となりました。売上高営業利益率につきま

しては、前事業年度に比べ1.8％ポイント低下し、1.2％となりました。
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（経常利益）

経常利益は、前事業年度に比べ４億４百万円減少し、２億81百万円となりました。売上高経常利益率につきま

しては、前事業年度に比べ1.8％ポイント低下し、1.3％となりました。

（当期純損失）

特別利益は、前事業年度に比べ６百万円減少し、12百万円となりました。特別損失は、前事業年度に比べ27百

万円増加し、１億25百万円となりました。

この結果、税引前当期純利益は、前事業年度に比べ４億38百万円減少の１億68百万円となり、この税引前当期

純利益に法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額を加除した結果、55百万円の当期純損失（前事業年度は２

億80百万円の当期純利益）となりました。

 

(4）キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第２ 事業の状況 １業績等の概要 (2）キャッシュ・フ

ロー」に記載のとおりであります。

なお、当事業年度における運転資金及び設備投資資金については、自己資金及びファイナンス・リースにより充

当しております。

 

(5）経営成績に重要な影響を与える要因について

「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

 

(6）経営戦略の現状と見通し

「第２ 事業の状況 ３ 対処すべき課題」に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資は、店舗販売部門における26店舗の新規開設を中心に行いました。その主なものは、

新規出店の店舗設備２億61百万円、既存店の改装等58百万円による有形固定資産の取得のほか、情報システム関連25

百万円であります。その結果、設備投資の総額は３億62百万円となりました。

上記設備投資額のほか、新規出店に係る差入保証金61百万円、長期前払費用11百万円を支出しております。

なお、当社は、セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別に記載しております。

（注）設備投資金額には、資産除去債務に係る有形固定資産の増加額は含まれておりません。

 

２【主要な設備の状況】

平成28年６月30日現在における主要な設備の状況は次のとおりであります。

事業所名または
都道府県名

〔所在地または店舗数〕

事業部門の
名称

設備の内容
売場面積

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物及び

構築物

土地
リース資産 その他 合計

面積(㎡) 金額

クラフトハートトーカイ

他

〔496店舗〕

店舗販売
販売設備

128,933㎡
584,252

（169,496.92）

175,741.40
875,999 514,292 20,950 1,995,494

146

〔1,345〕

第２ビル

〔名古屋市名東区〕
通信販売

出荷及び

販売業務
－

（ 2,089.07）

2,324.11
36,448 － 994 37,442

3

〔 37〕

長久手ビル

〔愛知県長久手市〕

他賃貸施設７件

その他 倉庫等 46,638
［ 1,403.10］

4,665.43
551,247 － 8 597,894 －

第３ビル

〔名古屋市守山区〕

他倉庫等13件

－ 倉庫 16,851
（11,177.25）

11,177.25
－ － － 16,851 －

本社ビル

〔名古屋市名東区〕
－

統括業務

施設
39,329

（ 1,155.00）

2,100.31
126,789 17,010 46,685 229,814

96

〔 33〕

未利用地

〔名古屋市西区他〕
－ 未利用地 －

（    0.00）

1,312.70
10,640 － － 10,640 －

（注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、器具及び備品であります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。

２ 面積のうち（ ）内の数字は賃借部分を、［ ］内の数字は賃貸部分をそれぞれ内書しております。

３ ビル及び商業施設等のテナント店舗については、土地の面積を表示しておりません。

４ 第３ビルの土地及び建物は、利用状況に基づき、土地については全額を店舗に、建物については延床面積

に応じて店舗及び倉庫に按分して表示しております。

５ 従業員数欄の〔 〕内の数字は外書で、嘱託契約の従業員及びパートタイマー等の期中平均人員（１名１

カ月170時間勤務換算）であります。

６ 上記のほか、リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

設備の内容 リース期間
年間リース料

(千円)
リース契約残高

(千円)

店舗用陳列什器備品他 ５～６年 80,575 470,492
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３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

事業所名

(所在地)

事業部門の

名称
設備の内容

投資予定額
資金調達

方法
着手予定年月

開店(完了)

予定年月

増加予定

売場面積

(㎡)
総額

(千円)

既支払額

(千円)

新規20店舗

(愛知県他)
店舗販売 店舗新設 80,400 － 自己資金

平成28年６月

～

平成29年４月

平成28年７月

～

平成29年５月

4,602

（4,602）

本社ビル

(名古屋市名東区)

その他

（全社）
ソフトウェア等 116,700 － 自己資金

平成28年７月

～

平成28年11月

平成28年８月

～

平成28年12月

－

（注）１ 上記事業所名欄の新規店舗のうち、手芸専門店は「クラフトハートトーカイ」で総数18店舗、生活雑貨専

門店は「サントレーム」で総数２店舗であります。上記20店舗の投資予定額には、差入保証金、ファイナ

ンス・リース等225,523千円を含めておりません。

２ 増加予定売場面積の（ ）内の数字は賃借部分を内書しております。

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

４ 上記金額には、資産除去債務に対応する除去費用の資産計上予定額は含まれておりません。

５ 当社は、セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別に記載しております。

 

(2）重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)

(平成28年６月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成28年９月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,205,000 4,205,000

東京証券取引所

(市場第一部)

名古屋証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は100株

であります。

計 4,205,000 4,205,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年９月25日（注）１ － 5,505,000 － 2,375,850 △2,526,080 －

平成27年10月27日（注）２ △1,300,000 4,205,000 － 2,375,850 － －

（注）１ 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものでありま

す。

２ 平成27年10月15日開催の取締役会決議により、平成27年10月27日付で自己株式の消却を実施いたしまし

た。これにより発行済株式総数は1,300,000株減少し、4,205,000株となっております。

 

（６）【所有者別状況】

平成28年６月30日現在
 

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共

団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) － 21 18 72 20 2 6,366 6,499 －

所有株式数

(単元)
－ 4,342 255 2,702 148 2 34,593 42,042 800

所有株式数

の割合(％)
－ 10.33 0.61 6.43 0.35 0.00 82.28 100.00 －

（注） 自己株式310株は、「個人その他」に３単元及び「単元未満株式の状況」に10株を含めて記載しております。
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（７）【大株主の状況】

  平成28年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

後 藤 薫 徳 愛知県瀬戸市 1,689 40.18

藤久取引先持株会 名古屋市名東区高社一丁目210番地 252 6.00

藤久従業員持株会 名古屋市名東区高社一丁目210番地 162 3.85

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 121 2.89

後 藤 正 己 愛知県長久手市 100 2.37

中 野 置 瀬 子 愛知県一宮市 85 2.02

株式会社名古屋銀行 名古屋市中区錦３丁目19番17号 57 1.36

株式会社愛知銀行 名古屋市中区栄３丁目14番12号 57 1.36

後 藤 文 彰 岐阜県羽島市 51 1.23

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13－１ 36 0.85

計 － 2,614 62.16

（注） 上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 121千株

 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 300
 

－ －

完全議決権株式(その他)
 
普通株式 4,203,900
 

42,039 －

単元未満株式
 
普通株式 800
 

－ －

発行済株式総数 4,205,000 － －

総株主の議決権 － 42,039 －

（注） 「単元未満株式」欄の普通株式数には、自己保有株式10株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)

藤久株式会社

名古屋市名東区

高社一丁目210番地
300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得。

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円）

当事業年度における取得自己株式 27 45

当期間における取得株式 － －

（注） 当期間における保有自己株式数には、平成28年９月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含めておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 1,300,000 2,470,000 － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他（ － ） － － － －

保有自己株式数 310 － 310 －

（注） 当期間における保有自己株式数には、平成28年９月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含めておりません。
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３【配当政策】

当社は、全国展開する店舗網の拡充・強化により、継続的な事業の拡大と経営基盤の確立を目指すため、キャッ

シュ・フローを重視したローコスト経営の推進で収益力の向上に努めるとともに、長期的な視点で健全な財務体質の

維持・強化を図るほか、利益配分につきましては収益の状況や配当性向を総合的に勘案したうえ、利益還元を行うこ

ととしております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関につきま

しては、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当は、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、期末配当を１株当

たり10円とし、中間配当と合わせた年間配当金は１株当たり26円となりました。

内部留保資金につきましては、店舗の新設及び改装等の将来利益に貢献する設備投資のための資金需要に備えるな

ど、効果的な投資並びに一層の企業体質の強化を目指して充実を図ります。

なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定

款に定めております。

（注） 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

平成28年２月10日取締役会決議 67,275 16.00

平成28年９月28日定時株主総会決議 42,046 10.00

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期

決算年月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月

最高(円) 1,371
1,747

※ 1,930
1,708 1,786 1,812

最低(円) 1,200
1,256

※ 1,636
1,495 1,600 1,610

（注） 最高・最低株価は、平成25年５月30日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京

証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、第53期の最高・最低株価のうち、※印は東京証券取

引所市場第一部におけるものであります。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成28年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 1,748 1,750 1,746 1,750 1,773 1,758

最低(円) 1,610 1,611 1,625 1,691 1,678 1,663

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性 12名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率14.3％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役

社長
 後藤 薫徳

昭和32年

３月12日生

昭和54年４月 藤井繊維株式会社(現株式会社フジック

ス)入社

(注)３ 1,690

昭和58年４月 当社入社

昭和60年２月 当社取締役就任

昭和63年２月 当社専務取締役就任

平成３年12月 当社代表取締役専務就任

平成16年９月 当社代表取締役社長就任(現任)

専務取締役 事業本部長 齋藤   修
昭和29年

10月18日生

昭和48年３月 ブラザーミシン販売株式会社(現ブラ

ザー販売株式会社)入社

(注)３ 11

昭和54年５月 当社入社

平成７年１月 当社第一営業本部運営部長

平成11年７月 当社店舗運営部長

平成16年９月 当社取締役就任 店舗運営部長

平成20年９月 当社常務取締役就任 店舗運営担当

平成22年９月 当社常務取締役 店舗運営兼店舗開発担

当

平成24年９月 当社専務取締役就任 事業本部長(現任)

取締役
事業本部

商品部長
伊藤 伸一郎

昭和36年

６月20日生

昭和59年４月 当社入社

(注)３ 2

平成17年１月 当社商品部部長補

平成18年９月 当社取締役就任(現任) 商品部長兼通販

事業部長

平成24年７月

平成24年９月

当社商品部長

当社事業本部商品部長(現任)

取締役
事業本部

運営部長
太田 英俊

昭和36年

10月２日生

昭和59年４月 当社入社

(注)３ 1

平成22年７月 当社店舗運営部長

平成24年７月 当社運営部長

平成24年９月 当社取締役就任 事業本部運営部長(現

任)

取締役
事業本部

通販部長
岩田 基義

昭和29年

６月８日生

昭和53年４月

平成３年７月

平成11年７月

平成16年１月

平成18年９月

平成26年４月

当社入社

当社第二営業本部営業部長

当社通販事業部長

当社情報システム部長

当社取締役就任(現任)

当社事業本部通販部長(現任)

(注)３ 15

取締役 総務部長 樹神 雄二
昭和33年

６月21日生

昭和57年４月

平成24年７月

平成26年９月

当社入社

当社総務部部長

当社取締役就任 総務部長(現任)

(注)３ 2

取締役
情報システム

部長
木浦   潮

昭和36年

10月25日生

昭和59年４月

平成26年１月

平成26年９月

当社入社

当社情報システム部長(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)３ 3

取締役 経理部長 飯田 利彦
昭和28年

５月18日生

平成５年５月

平成22年３月

平成27年５月

平成27年９月

天龍製鋸株式会社入社

同社経理部長

当社入社 経理部部長

当社取締役就任 経理部長(現任)

(注)３ 1

取締役  柘植 里恵
昭和43年

３月９日生

平成２年４月

 
平成７年４月

平成11年１月

平成13年９月

平成19年６月

 
平成27年６月

平成27年９月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人

トーマツ)入所

公認会計士登録

柘植公認会計士事務所開設(現任)

税理士登録

株式会社ラ・ヴィーダプランニング代

表取締役就任(現任)

愛三工業株式会社取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)３ －

取締役  小川 洋子
昭和48年

12月11日生

平成９年４月

平成15年10月

平成15年10月

平成27年９月

株式会社あさくま入社

弁護士登録

太田・渡辺法律事務所入所(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

常勤監査役  尾関 哲夫
昭和24年

10月９日生

昭和49年４月 ソニーサービス株式会社(現ソニーマー

ケティング株式会社)入社

(注)４ －

平成18年７月 トヨセット株式会社入社

平成19年１月 同社総務部長

平成20年１月 株式会社アイビス監査役就任

平成21年３月 税理士登録

平成23年９月 当社監査役就任

平成24年９月 当社常勤監査役就任(現任)

監査役  伊藤 倫文
昭和36年

３月25日生

昭和63年４月 弁護士登録

(注)４ －
昭和63年４月 伊藤典男法律事務所入所

平成６年９月 当社監査役就任(現任)

平成12年４月 伊藤倫文法律事務所所長(現任)

監査役  林   孝雄
昭和21年

３月２日生

昭和39年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行)入行

(注)４ －

平成５年11月 同行鈴鹿支店長

平成８年２月 同行野並支店長

平成11年６月 ササヤ株式会社取締役副社長就任

平成18年10月 株式会社アットイン監査役就任

平成21年９月 株式会社テックハヤシ常務取締役就任

平成23年９月 当社監査役就任(現任)

監査役  坂野 郁夫
昭和27年

３月20日生

昭和49年４月 ブラザー工業株式会社入社

(注)５ －

平成４年11月 ブラザー販売株式会社入社

平成13年７月 同社ＤＳＭ事業部長

平成15年６月 同社取締役就任ＤＳＭ事業部、人事総

務部担当

平成19年１月 同社取締役人事総務部担当

平成20年６月 同社取締役産業機器事業部、工業ミシ

ン事業部、人事総務部担当

平成21年４月 同社取締役人事総務部担当

平成21年６月 株式会社エクシング常勤監査役就任

平成24年９月 当社監査役就任(現任)

平成25年６月 株式会社プロトコーポレーション監査

役就任(現任)

計 1,729

（注）１ 取締役柘植里恵及び小川洋子は、社外取締役であります。

２ 監査役尾関哲夫、伊藤倫文、林 孝雄及び坂野郁夫は、社外監査役であります。

３ 平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間

４ 平成27年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５ 平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

当社の取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審

議・決定するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の審議・決定及び業務の執行を監督しております。

各部門の業務執行に関する重要事項を協議するため、月１回の定例開催に加え、随時必要に応じて幹部会を

開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努め、取締役会に反映させております。

さらに、取締役、常勤監査役及び管理職のうち役員が指名する者で構成する経営会議で、各部門の業務執行

状況、利益計画の進捗状況等、経営情報の共有化、説明責任と法令遵守の徹底を図っております。

当社は、監査役会設置会社であり、監査役４名全員を社外監査役としております。

監査役は、取締役会において独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監視できる体制となってい

るほか、常勤監査役は幹部会及び経営会議に出席して業務遂行を監視・監督するとともに、会計監査人による

監査結果について報告を受け、意見を交換しております。

また、社長直轄の内部監査室が社内業務監査を実施し、その内容を社長に報告するなど内部統制状況の監視

を行う体制を整備しております。さらに、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、財務報告に係る内部

統制の構築、整備、運用及び評価を統括しております。

会計監査は、有限責任監査法人トーマツに依頼しており、定期的な会計監査のほか、会計上の課題について

随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。

ロ．企業統治の体制を採用する理由

取締役会は、取締役10名（うち社外取締役２名）で構成されており、重要な経営事項に対する意思決定を行

うほか、各取締役の職務の執行を監督しております。また、審議事項によっては、社外の有識者の助言を受け

るなど、経営に活用することとしております。

当社は経営監視機能が重要と考えており、社外取締役選任に加え、監査役４名全員を社外監査役とすること

で、十分に機能する体制が整っております。また、社外取締役及び監査役が職務の執行に当たり期待される役

割を十分発揮できるよう、会社法第427条第１項の規定に基づき、当社は社外取締役並びに監査役との間にお

いて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

ハ．会社の機関の内容と内部統制システムの関係の概要
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ニ．内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制」について、平成18年５月18日開催の取締役

会において決議しております。その後、適宜改定を行い、現在では、平成27年４月16日に決議した内容で運用

しております。これに基づき、当社として業務の適正を確保する内部統制システムの整備を継続的に推し進め

ております。

なお、当社は財務報告の適正性と信頼性を確保し、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適切かつ有

効に対応するための体制として、「内部統制運用規程」とともに事業年度ごとの内部統制基本方針を定めたう

え、社長を委員長とする内部統制委員会によって、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善

を図っております。

② リスク管理体制の整備の状況

当社は、企業価値及び信頼性の向上を目的として、リスク発生の防止、緊急事態の適切な対応、再発防止策の

ためのリスク対策会議を設置することなどを定めた「リスク管理規程」を制定しております。

コンプライアンス面では、企業行動規範の明示とともに、コンプライアンス活動のあり方や倫理上の規範を示

した「コンプライアンス・マニュアル」を制定するほか、コンプライアンス委員会を設置し、カテゴリー別の社

内教育・研修を実施するなど、重要性の認識向上に努めております。

また、「内部公益通報保護規程」を制定し、社内外に複数の相談窓口を設置して、内部通報制度の運用を行っ

ております。

当社は、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結し、経営管理上や業務運営上の法律問題について随時確認し、

必要に応じて助言を受けております。

③ 内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室（４名）が全部門及び全店舗を対象として、計画的か

つ網羅的に実施しているほか、各業務の社内手続に基づいた妥当性かつ有効性の評価について厳正な実地監査を

実施し、その結果は定期的に社長及び被監査部門の管理責任者に報告され、業務の効率化の推進並びにマニュア

ルの改定等を含めた改善に努めております。当該監査結果に基づき、当該部門の管理責任者を通じて改善事項の

勧告を行った事項については、その後の改善状況を確認し、その結果を社長及び監査役に報告するとともに、監

査役監査との連携も図っております。

内部統制監査では、内部統制の整備と運用状況について評価するとともに、内部統制の有効性や適正性の検証

を行い、内部統制委員会へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直

しや意見交換を行っております。

各監査役は、監査役会で定めた監査方針及び業務分担等に従い、取締役の職務執行の適法性並びに各業務執行

部門の業務遂行状況等について監査を行っております。また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と必要に

応じて相互の情報交換や意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性並びに効率性を高めております。

④ 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しております。当社と社外取締役及び社外監査役との間に

は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役の２名及び社外監査

役のうち伊藤倫文氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。

取締役柘植里恵氏は、公認会計士、税理士及び企業経営者としての専門的知識、幅広い見識を有しておりま

す。同氏は柘植公認会計事務所の所長を兼任しておりますが、同事務所と当社との間に取引関係その他の利害関

係はありません。また、同氏は株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役並びに愛三工業株式会社社外取締

役を兼任しておりますが、両社と当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。

取締役小川洋子氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識をもとに、当社取締役会の監督機能強化に活か

していただくことができると判断して選任しております。また、同氏は太田・渡辺法律事務所に所属しておりま

すが、同事務所と当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。

監査役尾関哲夫氏は、税理士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。また、企業監査の実務経験

も有しております。同氏は、尾関哲夫税理士事務所の所長を兼任しておりますが、同事務所と当社の間に取引関

係その他の利害関係はありません。

監査役伊藤倫文氏は、弁護士としての専門的知識・経験並びに高い見識を有しております。同氏は伊藤倫文法

律事務所の所長を兼任しておりますが、同事務所と当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。

監査役林孝雄氏は、金融及び財務に関する経験や知識、企業監査の実務経験を有しております。

監査役坂野郁夫氏は、企業監査の実務経験を有しております。また、同氏は株式会社プロトコーポレーション

社外監査役を兼任しておりますが、同社と当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。
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社外取締役及び社外監査役については、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、当社における

社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されている

と考えております。

社外取締役・社外監査役・常勤監査役は、会計監査人・内部監査室と会計監査情報及び内部監査情報等の情報

交換を通じ相互連携できる体制をとっております。

⑤ 会計監査の状況

会計監査につきましては、当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、継続して会社法監査

及び金融商品取引法監査を受けております。また、会計監査の過程で指摘された内部統制上の問題点を検討し、

当社のコーポレート・ガバナンスの確立に役立てております。

監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名

氏名等 所属監査法人名

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松村浩司 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 今泉 誠 有限責任監査法人トーマツ

（注） 継続監査業務につきましては、７年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ８名

その他     ７名

⑥ 役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)
91 76 － － 14 9

監査役

(社外監査役を除く)
－ － － － － －

社外役員 16 16 － － 0 6

（注） 上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金の繰入額であります。

ロ．役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(百万円) 対象となる役員の員数(名) 内容

51 7 使用人兼務役員の使用人部分の給与

ニ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬等は、基本報酬及び退職慰労金により構成しており、その決定方針は次のとおりであります。

役員の報酬等の総額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されてお

り、当該限度額の範囲内で支給することとしております。取締役につきましては、年額２億50百万円以内（平

成27年９月25日開催の第55期定時株主総会で決議、使用人分給与は含まない。）、監査役につきましては、年

額30百万円以内（平成５年９月28日開催の第33期定時株主総会で決議）と決議いただいております。各取締役

及び監査役の報酬等の額は、取締役につきましては取締役会の決議により決定し、監査役につきましては監査

役の協議により決定しております。

なお、当社は役員の報酬等に関する内規において、役員の報酬等の決定・改定・減額等の方針について定め

ております。これらの方針に基づき、１年ごとに取締役の使用人分給与を含む年額報酬の改定については、経

営内容、世間水準、職務経歴とともに、従業員とのバランスを勘案した水準とするほか、各取締役の役位及び

職務内容に応じて相当な金額としております。監査役の年額報酬の改定については、監査役会において監査役

の協議により決定しております。

退職慰労金は、取締役及び常勤監査役を対象として役員退職慰労金支給内規に基づき、株主総会での承認を

得たうえ、支給することとしております。
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⑦ 株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                         10銘柄

貸借対照表計上額の合計額   64,762千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 保有目的

㈱愛知銀行 4,600 31,694 取引関係等の円滑化

㈱名古屋銀行 59,000 28,261 取引関係等の円滑化

ブラザー工業㈱ 13,500 23,409 営業取引関係の維持

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 42,000 12,138 取引関係等の円滑化

㈱スペース 2,250 2,767 営業取引関係の維持

東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 2,000 1,782 取引関係等の円滑化

㈱フジックス 1,100 462 営業取引関係の維持

㈱ワコールホールディングス 195 279 営業取引関係の維持

 

当事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 保有目的

㈱愛知銀行 4,600 19,895 取引関係等の円滑化

㈱名古屋銀行 59,000 18,762 取引関係等の円滑化

ブラザー工業㈱ 13,500 14,688 営業取引関係の維持

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 42,000 4,872 取引関係等の円滑化

㈱スペース 2,250 2,668 営業取引関係の維持

東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 2,000 864 取引関係等の円滑化

㈱フジックス 1,100 316 営業取引関係の維持

㈱ワコールホールディングス 195 196 営業取引関係の維持

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

⑧ その他

イ．取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

ロ．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

ハ．自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる

旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

ニ．中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定

めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
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ホ．株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決

議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

ヘ．責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役並びに監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低

責任限度額を限度としております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役並びに監査役が責任の原

因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

なお、当該責任限定契約については、当社と社外取締役並びに監査役との間で契約を締結することができる

旨を定款で定めております。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

23,500 － 23,000 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査日数等を勘案し、協

議のうえ、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
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第５【経理の状況】

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成27年７月１日から平成28年６月30

日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

当社は子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、公益財団法人財務

会計基準機構に加入し、会計基準等の内容や変更等を適切に把握し、社内周知できる体制を整備しております。ま

た、公益財団法人財務会計基準機構や監査法人等が主催する会計基準等のセミナーに参加しております。
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１【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,553,944 4,735,849

売掛金 176,906 179,806

商品 5,721,402 5,628,148

貯蔵品 796 528

前渡金 805 216

前払費用 217,426 212,922

繰延税金資産 79,274 86,213

営業未収入金 488,400 465,113

その他 66,366 56,164

貸倒引当金 △1,212 △1,255

流動資産合計 11,304,110 11,363,708

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,249,542 2,234,535

減価償却累計額 △1,420,592 △1,439,472

建物（純額） 828,949 795,063

構築物 239,352 228,569

減価償却累計額 △212,874 △201,676

構築物（純額） 26,478 26,892

車両運搬具 30,043 31,328

減価償却累計額 △24,101 △18,000

車両運搬具（純額） 5,941 13,327

器具及び備品 287,957 313,985

減価償却累計額 △244,627 △258,674

器具及び備品（純額） 43,330 55,311

土地 1,601,123 1,601,123

リース資産 1,349,097 1,252,630

減価償却累計額 △721,584 △721,327

リース資産（純額） 627,513 531,302

有形固定資産合計 3,133,337 3,023,020

無形固定資産   

ソフトウエア 50,093 38,553

その他 31,863 31,863

無形固定資産合計 81,956 70,416

投資その他の資産   

投資有価証券 103,292 64,762

出資金 100 100

長期前払費用 65,775 62,395

繰延税金資産 168,795 165,361

差入保証金 1,858,849 1,743,526

その他 3,308 3,698

投資その他の資産合計 2,200,121 2,039,845

固定資産合計 5,415,414 5,133,282

資産合計 16,719,525 16,496,990
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形 960,513 1,048,711

買掛金 544,829 637,023

リース債務 249,448 223,983

未払金 548,847 575,684

未払費用 234,570 249,452

未払法人税等 112,176 129,140

前受金 6,388 5,183

預り金 89,341 87,732

前受収益 9,925 8,942

賞与引当金 42,334 40,130

ポイント引当金 58,284 54,927

資産除去債務 11,730 16,425

その他 176,801 54,775

流動負債合計 3,045,191 3,132,112

固定負債   

リース債務 390,005 317,826

役員退職慰労引当金 206,332 216,096

資産除去債務 338,834 333,846

長期預り保証金 193,967 175,670

その他 117,412 115,290

固定負債合計 1,246,552 1,158,729

負債合計 4,291,744 4,290,842

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,375,850 2,375,850

資本剰余金   

資本準備金 2,526,080 －

その他資本剰余金 － 56,080

資本剰余金合計 2,526,080 56,080

利益剰余金   

利益準備金 124,100 137,555

その他利益剰余金   

別途積立金 9,390,000 8,390,000

繰越利益剰余金 447,750 1,244,718

利益剰余金合計 9,961,850 9,772,273

自己株式 △2,470,726 △771

株主資本合計 12,393,054 12,203,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34,726 2,715

評価・換算差額等合計 34,726 2,715

純資産合計 12,427,780 12,206,148

負債純資産合計 16,719,525 16,496,990
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　平成26年７月１日
　至　平成27年６月30日)

当事業年度
(自　平成27年７月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 22,123,225 21,800,492

売上原価   

商品期首たな卸高 5,987,613 5,721,402

当期商品仕入高 8,311,969 8,364,316

合計 14,299,583 14,085,719

他勘定振替高 ※１ 179,373 ※１ 236,927

商品期末たな卸高 5,721,402 5,628,148

売上原価合計 8,398,808 8,220,643

売上総利益 13,724,417 13,579,849

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 875,457 952,523

貸倒引当金繰入額 1,212 1,200

販売手数料 1,737,482 1,837,248

給料及び賞与 3,976,685 4,086,275

賞与引当金繰入額 42,334 40,130

退職給付費用 71,624 73,273

役員退職慰労引当金繰入額 14,743 14,716

福利厚生費 501,873 512,461

支払手数料 498,546 493,422

減価償却費 406,434 419,127

地代家賃 3,279,931 3,312,925

その他 1,635,845 1,564,338

販売費及び一般管理費合計 13,042,169 13,307,643

営業利益 682,247 272,205

営業外収益   

受取利息 2,012 1,825

受取配当金 1,578 1,685

協賛金収入 6,818 8,143

受取手数料 7,537 6,665

その他 7,381 4,010

営業外収益合計 25,328 22,329

営業外費用   

支払利息 13,674 12,256

減価償却費 700 －

雇用支援納付金 7,230 800

その他 156 169

営業外費用合計 21,762 13,226

経常利益 685,813 281,309
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　平成26年７月１日
　至　平成27年６月30日)

当事業年度
(自　平成27年７月１日
　至　平成28年６月30日)

特別利益   

固定資産売却益 ※２ 4,388 ※２ 6,989

受取補償金 15,491 5,942

特別利益合計 19,880 12,932

特別損失   

固定資産売却損 ※３ 3,586 －

固定資産除却損 ※４ 8,991 ※４ 12,909

減損損失 ※５ 70,905 ※５ 77,191

店舗閉鎖損失 14,552 31,234

その他 － 4,053

特別損失合計 98,036 125,389

税引前当期純利益 607,657 168,851

法人税、住民税及び事業税 264,680 220,864

法人税等調整額 62,184 3,013

法人税等合計 326,864 223,877

当期純利益又は当期純損失（△） 280,792 △55,026
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）

      (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
 別途積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 2,375,850 2,526,080 2,526,080 124,100 9,390,000 301,508 9,815,608

当期変動額        

剰余金の配当      △134,550 △134,550

当期純利益      280,792 280,792

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － － － 146,241 146,241

当期末残高 2,375,850 2,526,080 2,526,080 124,100 9,390,000 447,750 9,961,850

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △2,470,726 12,246,812 22,490 22,490 12,269,303

当期変動額      

剰余金の配当  △134,550   △134,550

当期純利益  280,792   280,792

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

  12,235 12,235 12,235

当期変動額合計 － 146,241 12,235 12,235 158,477

当期末残高 △2,470,726 12,393,054 34,726 34,726 12,427,780
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当事業年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
 別途積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 2,375,850 2,526,080 － 2,526,080 124,100 9,390,000 447,750 9,961,850

当期変動額         

準備金から剰余金への
振替

 △2,526,080 2,526,080 －     

剰余金の配当       △134,550 △134,550

利益準備金の積立     13,455  △13,455 －

当期純損失（△）       △55,026 △55,026

別途積立金の取崩      △1,000,000 1,000,000 －

自己株式の取得         

自己株式の消却   △2,470,000 △2,470,000     

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － △2,526,080 56,080 △2,470,000 13,455 △1,000,000 796,968 △189,576

当期末残高 2,375,850 － 56,080 56,080 137,555 8,390,000 1,244,718 9,772,273

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △2,470,726 12,393,054 34,726 34,726 12,427,780

当期変動額      

準備金から剰余金への
振替

 －   －

剰余金の配当  △134,550   △134,550

利益準備金の積立  －   －

当期純損失（△）  △55,026   △55,026

別途積立金の取崩  －   －

自己株式の取得 △45 △45   △45

自己株式の消却 2,470,000 －   －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

  △32,010 △32,010 △32,010

当期変動額合計 2,469,954 △189,622 △32,010 △32,010 △221,632

当期末残高 △771 12,203,432 2,715 2,715 12,206,148
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　平成26年７月１日
　至　平成27年６月30日)

当事業年度
(自　平成27年７月１日
　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 607,657 168,851

減価償却費 414,753 425,758

減損損失 70,905 77,191

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,414 △2,204

ポイント引当金の増減額（△は減少） △85,215 △3,357

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,554 9,764

貸倒引当金の増減額（△は減少） 45 43

受取利息及び受取配当金 △3,591 △3,510

支払利息 13,674 12,256

固定資産売却損益（△は益） △802 △6,989

固定資産除却損 8,991 12,909

売上債権の増減額（△は増加） △11,480 △2,900

たな卸資産の増減額（△は増加） 266,072 93,522

営業未収入金の増減額(△は増加) △56,397 23,287

差入保証金の増減額（△は増加） 97,006 133,777

未払消費税等の増減額（△は減少） 49,995 △122,025

仕入債務の増減額（△は減少） △85,228 180,391

未払金の増減額（△は減少） 17,702 24,242

その他 △12,547 4,181

小計 1,294,508 1,025,190

利息及び配当金の受取額 2,354 2,494

利息の支払額 △13,674 △12,256

法人税等の支払額 △542,677 △219,818

法人税等の還付及び還付加算金の受取額 － 174

営業活動によるキャッシュ・フロー 740,510 795,784

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △289,488 △176,779

有形固定資産の売却による収入 37,776 6,040

無形固定資産の取得による支出 △11,725 △9,274

資産除去債務の履行による支出 △25,769 △27,395

投資活動によるキャッシュ・フロー △289,206 △207,409

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △45

リース債務の返済による支出 △271,416 △271,874

配当金の支払額 △134,550 △134,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △405,967 △406,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,336 181,904

現金及び現金同等物の期首残高 4,428,608 4,473,944

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,473,944 ※１ 4,655,849
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

(2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。

 

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物（建物附属設備を含む） ２年～50年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は自社利用ソフトウエア５年であります。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年６月30日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4）長期前払費用

均等償却しております。

 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、翌事業年度支給見込額の当事業年度負担額を計上しておりま

す。

(3）ポイント引当金

販売促進を目的とするポイント制度に基づき顧客に付与したポイントの利用に備えるため、将来利用さ

れると見込まれる額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま

す。
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５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

６．その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の財務諸表への影響は軽微であります。

 

（未適用の会計基準等）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）
 

１．概要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会

計上の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計基準委員会に移管するに際し

て、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金

資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関

する指針について、企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの

枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直

しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」（企業会計審議

会）を適用する際の指針を定めたものであります。

 

２．適用予定日

平成28年７月１日以降開始する事業年度の期首から適用します。

 

３．当該会計基準等の適用による影響

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時

点で評価中であります。
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（貸借対照表関係）

１．当座貸越契約（借手側）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

当座貸越極度額 2,500,000千円 2,500,000千円

借入実行残高 － －

差引額 2,500,000 2,500,000

 

（損益計算書関係）

※１ 他勘定振替高の内訳

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

広告宣伝費 56,191千円 112,389千円

消耗品費 63,496 61,755

荷造包装費 33,184 31,785

販売促進費 17,093 23,587

その他 9,406 7,408

計 179,373 236,927

 

※２ 固定資産売却益の内訳

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

建物 △1,585千円 5,874千円

車両運搬具 403 1,114

土地 5,571 －

計 4,388 6,989

 

前事業年度に建物と土地が一体となった固定資産を売却した際、建物部分については売却損、土地部分に

ついては売却益が発生しているため、売却損益を通算して固定資産売却益に計上しております。

 

※３ 固定資産売却損の内訳

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

建物 5,934千円 －千円

土地 △2,348 －

計 3,586 －

 

前事業年度に建物と土地が一体となった固定資産を売却した際、建物部分については売却損、土地部分に

ついては売却益が発生しているため、売却損益を通算して固定資産売却損に計上しております。

 

※４ 固定資産除却損の内訳

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

建物 8,263千円 12,123千円

構築物 599 562

器具及び備品 129 223

計 8,991 12,909
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※５ 減損損失

当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。

前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）

用途 場所 種類 減損損失(千円)

営業店舗

北海道地区 ２物件

東北地区   ３物件

関東地区   11物件

中部地区   ９物件

近畿地区   ６物件

中国地区   １物件

九州地区   ３物件

建物

構築物

器具及び備品

長期前払費用

64,531

715

2,081

1,404

通信販売事業 中部地区   １物件
建物

ソフトウエア

896

1,276

計 70,905

 

当事業年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

用途 場所 種類 減損損失(千円)

営業店舗

北海道地区 １物件

東北地区   ２物件

関東地区   ５物件

中部地区   ８物件

近畿地区   ５物件

中国地区   ３物件

四国地区   ３物件

九州地区   ９物件

建物

構築物

器具及び備品

長期前払費用

74,509

169

143

2,067

賃貸用資産 九州地区   １物件 構築物 301

計 77,191

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、また、通信販売事業、賃貸

用資産（閉鎖店舗含む）、共用資産及び遊休資産については物件単位ごとにグルーピングし、減損損失の認

識を行っております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、また、継続してマイナスとなる見込みである資産グ

ループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。

なお、資産グループごとの回収可能価額は、土地等については不動産鑑定士からの評価額等を基準として

おります。また、その他の資産については使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく

評価額がマイナスであるため、回収可能価額は零と算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度

期首株式数(株)
当事業年度

増加株式数(株)
当事業年度

減少株式数(株)
当事業年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式 5,505,000 － － 5,505,000

自己株式     

普通株式 1,300,283 － － 1,300,283

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成26年９月26日

定時株主総会
普通株式 67,275 16.00 平成26年６月30日 平成26年９月29日

平成27年２月12日

取締役会
普通株式 67,275 16.00 平成26年12月31日 平成27年３月２日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年９月25日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 67,275 16.00 平成27年６月30日 平成27年９月28日

 

当事業年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度

期首株式数(株)
当事業年度

増加株式数(株)
当事業年度

減少株式数(株)
当事業年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式（注）１ 5,505,000 － 1,300,000 4,205,000

自己株式     

普通株式（注）２、３ 1,300,283 27 1,300,000 310

（注）１ 普通株式の発行済株式数の減少は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。

２ 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３ 普通株式の自己株式数の減少は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成27年９月25日

定時株主総会
普通株式 67,275 16.00 平成27年６月30日 平成27年９月28日

平成28年２月10日

取締役会
普通株式 67,275 16.00 平成27年12月31日 平成28年３月１日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年９月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 42,046 10.00 平成28年６月30日 平成28年９月29日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

現金及び預金勘定 4,553,944千円 4,735,849千円

預入期間３カ月超の定期預金 △80,000 △80,000

現金及び現金同等物 4,473,944 4,655,849

 

２ 重要な非資金取引の内容

ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

ファイナンス・リース取引に係る

資産及び債務の額
218,480千円 174,230千円

 

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

① 有形固定資産

主として、店舗販売部門における店舗内設備（器具及び備品）であります。

② 無形固定資産

ソフトウエアであります。

(2）リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年６月30日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のと

おりであります。

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

  
前事業年度(平成27年６月30日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物 (千円) 181,056 146,181 34,874

 

  
当事業年度(平成28年６月30日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物 (千円) 161,392 139,834 21,558

② 未経過リース料期末残高相当額

  
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

１年内 (千円) 22,373 17,229

１年超 (千円) 41,004 23,847

合計 (千円) 63,378 41,076
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③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

  
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

支払リース料 (千円) 32,418 31,018

減価償却費相当額 (千円) 14,051 13,850

支払利息相当額 (千円) 11,414 8,552

④ 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

支払利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各事業年度への配分方法

については、利息法によっております。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

  
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

１年内 (千円) 74,415 43,676

１年超 (千円) 48,868 33,489

合計 (千円) 123,283 77,165

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

資金運用については短期的な預金等に限定し運用しており、また、資金調達については短期的な運転資

金を銀行借入に限定し調達する方針であります。

なお、デリバティブ取引は利用しておりません。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、また、営業未収入金及び差入保証金は預

託先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて１年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されてお

ります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的とした

ものであり、償還日は決算日後、最長で５年後であります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

営業債権及び差入保証金については、当社の与信管理に係る規程に従い、主要な取引先の状況を定期

的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高の管理を行い、財務状況の悪化等による回収懸念を

早期把握するなどリスク低減を図っております。

② 市場リスクの管理

投資有価証券については、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が

取締役会に報告されております。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

各部署からの報告及び取引実績に基づき、経理部にて適時に資金繰表を作成・更新するとともに、手

許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参

照）。

前事業年度（平成27年６月30日）

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

(1）現金及び預金 4,553,944 4,553,944 －

(2）売掛金（※） 176,587 176,587 －

(3）営業未収入金（※） 487,521 487,521 －

(4）投資有価証券    

その他有価証券 100,792 100,792 －

(5）差入保証金 1,858,849 1,780,211 △78,637

資産計 7,177,696 7,099,058 △78,637

(1）支払手形 960,513 960,513 －

(2）買掛金 544,829 544,829 －

(3）未払金 548,847 548,847 －

(4）未払法人税等 112,176 112,176 －

(5）リース債務 639,454 639,727 273

(6）長期預り保証金 193,967 167,394 △26,572

負債計 2,999,788 2,973,490 △26,298

（※） 貸借対照表計上額は、売掛金及び営業未収入金に対する貸倒引当金を控除しております。

 

当事業年度（平成28年６月30日）

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

(1）現金及び預金 4,735,849 4,735,849 －

(2）売掛金（※） 179,464 179,464 －

(3）営業未収入金（※） 464,229 464,229 －

(4）投資有価証券    

その他有価証券 62,262 62,262 －

(5）差入保証金 1,743,526 1,744,237 710

資産計 7,185,333 7,186,044 710

(1）支払手形 1,048,711 1,048,711 －

(2）買掛金 637,023 637,023 －

(3）未払金 575,684 575,684 －

(4）未払法人税等 129,140 129,140 －

(5）リース債務 541,809 541,921 111

(6）長期預り保証金 175,670 152,283 △23,387

負債計 3,108,040 3,084,763 △23,276

（※） 貸借対照表計上額は、売掛金及び営業未収入金に対する貸倒引当金を控除しております。

EDINET提出書類

藤久株式会社(E03211)

有価証券報告書

45/64



（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1）現金及び預金、(2）売掛金、(3）営業未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

(4）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、有価証券に関する事項については、

注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(5）差入保証金

差入保証金の時価の算定は、対象の将来キャッシュ・フローが発生すると予想される期間ごとに区分を行

い、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引い

た現在価値により算定しております。

負 債

(1）支払手形、(2）買掛金、(3）未払金、(4）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

(5）リース債務

リース債務の時価の算定は、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。

(6）長期預り保証金

長期預り保証金の時価の算定は、対象の将来キャッシュ・フローが発生すると予想される期間ごとに区分を

行い、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当社の信用リスクに相当する部分を調整し

た利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

  
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

非上場株式 (千円) 2,500 2,500

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができないことから、時

価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産 (4）投資有価証券 その他有価証券」には含め

ておりません。
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（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成27年６月30日）

 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円)

現金及び預金 4,477,481 － － －

売掛金 176,906 － － －

営業未収入金 488,400 － － －

差入保証金 291,106 520,855 402,651 644,236

合計 5,433,894 520,855 402,651 644,236

 

当事業年度（平成28年６月30日）

 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円)

現金及び預金 4,659,689 － － －

売掛金 179,806 － － －

営業未収入金 465,113 － － －

差入保証金 333,849 439,421 369,130 601,124

合計 5,638,458 439,421 369,130 601,124

 

（注４）リース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成27年６月30日）

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

リース債務 249,448 190,025 119,483 61,041 19,455 －

 

当事業年度（平成28年６月30日）

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

リース債務 223,983 154,099 96,327 55,424 11,975 －
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成27年６月30日）

区分 貸借対照表計上額(千円) 取得原価(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
   

①株式 100,792 59,548 41,244

②その他 － － －

小計 100,792 59,548 41,244

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
   

①株式 － － －

②その他 － － －

小計 － － －

合計 100,792 59,548 41,244

（注）１ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２ 非上場株式（貸借対照表計上額2,500千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ

とができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。

 

当事業年度（平成28年６月30日）

区分 貸借対照表計上額(千円) 取得原価(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
   

①株式 37,495 31,577 5,918

②その他 － － －

小計 37,495 31,577 5,918

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
   

①株式 24,767 27,970 △3,203

②その他 － － －

小計 24,767 27,970 △3,203

合計 62,262 59,548 2,714

（注）１ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２ 非上場株式（貸借対照表計上額2,500千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ

とができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。

 

２．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を利用しておりません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

 

２．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

確定拠出年金制度に係る要拠出額 71,624千円 73,273千円
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

(繰延税金資産)流動   

賞与引当金 13,927千円 12,360千円

未払事業税 8,118 12,248

未払事業所税 9,863 9,567

ポイント引当金 19,175 16,917

未払費用 9,596 13,403

たな卸資産 12,628 14,580

資産除去債務 3,859 5,059

確定拠出年金掛金 2,013 1,912

その他 699 681

計 79,882 86,731

   

(繰延税金負債)流動   

建設協力金 △578千円 △517千円

未収還付事業税 △28 －

計 △607 △517

(繰延税金資産)流動の純額 79,274千円 86,213千円

   

(繰延税金資産)固定   

減価償却超過額 11,686千円 7,976千円

役員退職慰労引当金 66,270 66,125

一括償却資産 9,040 6,988

退職時支給未払退職金 37,722 35,293

減損損失累計額 194,741 187,916

繰延資産 1,347 1,453

投資有価証券 7,588 7,234

ソフトウエア 508 356

資産除去債務 108,862 102,202

その他 325 1,756

計 438,094 417,302

評価性引当額 △214,968 △209,351

計 223,125 207,950

   

(繰延税金負債)固定   

建設協力金 △1,533千円 △1,266千円

資産除去債務に対応する除去費用 △46,279 △41,323

その他有価証券評価差額金 △6,517 －

計 △54,329 △42,589

(繰延税金資産)固定の純額 168,795千円 165,361千円
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

 
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

法定実効税率 35.5％ 32.9％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.6 5.7

住民税均等割額 22.8 82.9

評価性引当額の増減額 △9.9 2.8

税率変更による期末繰延税金資産

の減額修正
4.0 6.8

その他 △0.2 1.5

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
53.8 132.6

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に開始する事業年

度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の

計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.1％から平成28年７月１日に開始する

事業年度及び平成29年７月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8％に、平成

30年７月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は、11,546千円減少

し、法人税等調整額が同額増加しております。

 

（持分法損益等）

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1）当該資産除去債務の概要

主に店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

(2）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該契約の期間及び建物の耐用年数等を勘案して15年～30年と見積り、割引率は使用見

込期間に応じた国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3）当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

期首残高 339,728千円 350,564千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 31,792 25,159

時の経過による調整額 4,486 4,504

資産除去債務の履行による減少額 △25,443 △29,957

期末残高 350,564 350,271
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（賃貸等不動産関係）

当社は、愛知県及びその他の地域において、賃貸用のオフィスビル及び店舗等を所有しております。前事業

年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は18,504千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原

価に計上）であり、売却損益は398千円（特別損益に計上）であります。当事業年度における当該賃貸等不動

産に関する賃貸損益は20,807千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であり、売却益は

5,874千円（特別利益に計上）であります。

これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は次のとおりであります。

  
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

貸借対照表計上額

期首残高 (千円) 565,709 619,760

期中増減額 (千円) 54,051 △9,915

期末残高 (千円) 619,760 609,845

期末時価 (千円) 572,107 578,894

（注）１ 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２ 期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は、不動産取得（97,780千円）であり、主な減少額は、不動

産売却（37,177千円）であります。当事業年度の主な減少額は、減価償却費（6,358千円）及び不動産売

却（3,495千円）であります。

３ 期末の時価は、主な物件については社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」に基づく金額、その

他の物件については、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」第13項を適用し、一

定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額（指標等を

用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、手芸用品及び生活雑貨等の店舗販売を主要業務とし、ほかに手芸用品及び生活雑貨等の通信販売

並びに不動産賃貸を営んでおりますが、店舗販売事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考

えられることから、セグメント情報の記載を省略しております。

 

【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報

前事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）

 
毛糸
(千円)

手芸用品
(千円)

生地
(千円)

和洋裁服飾品
(千円)

衣料品
(千円)

生活雑貨
(千円)

その他
(千円)

合計
(千円)

外部顧客への売上高 1,198,194 5,904,469 5,432,543 6,430,288 783,441 1,447,923 926,363 22,123,225

 

当事業年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日）

 
毛糸
(千円)

手芸用品
(千円)

生地
(千円)

和洋裁服飾品
(千円)

衣料品
(千円)

生活雑貨
(千円)

その他
(千円)

合計
(千円)

外部顧客への売上高 1,078,292 5,896,199 5,466,703 6,537,620 661,605 1,216,511 943,559 21,800,492

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10％を占めるもの

がないため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

店舗販売事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考えられることから記載を省略しており

ます。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

１株当たり純資産額 2,955円68銭 2,902円98銭

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額(△)
66円78銭 △13円09銭

（注）１ 当事業年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前事業年度における潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

(平成27年６月30日)
当事業年度

(平成28年６月30日)

純資産の部の合計額 (千円) 12,427,780 12,206,148

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 12,427,780 12,206,148

普通株式の発行済株式数 (株) 5,505,000 4,205,000

普通株式の自己株式数 (株) 1,300,283 310

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数
(株) 4,204,717 4,204,690

３ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日)

当事業年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 280,792 △55,026

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失(△)
(千円) 280,792 △55,026

期中平均株式数 (株) 4,204,717 4,204,695

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産        

建物 2,249,542 144,266
159,272

(74,509)
2,234,535 1,439,472 88,295 795,063

構築物 239,352 4,994
15,778

(471)
228,569 201,676 3,546 26,892

車両運搬具 30,043 12,760 11,475 31,328 18,000 4,947 13,327

器具及び備品 287,957 42,512
16,484

(143)
313,985 258,674 30,165 55,311

土地 1,601,123 － － 1,601,123 － － 1,601,123

リース資産 1,349,097 174,230 270,697 1,252,630 721,327 270,440 531,302

有形固定資産計 5,757,116 378,763
473,707

(75,124)
5,662,172 2,639,151 397,395 3,023,020

無形固定資産        

ソフトウエア 101,905 9,274 20,953 90,227 51,673 20,815 38,553

その他 31,863 － － 31,863 － － 31,863

無形固定資産計 133,768 9,274 20,953 122,090 51,673 20,815 70,416

長期前払費用 93,756 15,860
15,341

(2,067)
94,276 31,880 7,548 62,395

 [19,067] [43] [9,625] [9,485]   [9,485]

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 新規出店等に係る内装設備等 144,266千円

リース資産 新規出店等に係る什器備品等 174,230千円

２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

リース資産 店舗に係る什器備品等リース期間の終了 270,697千円

３ 有形固定資産及び長期前払費用の「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。

４ 有形固定資産の当期償却額合計397,395千円のうち、6,631千円は賃貸物件に係る減価償却費のため、売上

原価に含めて計上しております。

５ 長期前払費用の［ ］内は内書で、差入保証金における前払家賃部分及び保険料等の期間配分に係るもの

であり、減価償却と性格が異なるため、当期末減価償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 249,448 223,983 1.95 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 390,005 317,826 1.93 平成29年～平成33年

その他有利子負債 － － － －

合計 639,454 541,809 － －

（注）１ 「平均利率」については、リース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年内における返済予定額は次のとおりで

あります。

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

リース債務 154,099 96,327 55,424 11,975

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 1,212 1,255 1,157 54 1,255

賞与引当金 42,334 40,130 42,334 － 40,130

ポイント引当金 58,284 54,927 58,284 － 54,927

役員退職慰労引当金 206,332 14,716 4,952 － 216,096

（注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 76,159

預金  

当座預金 5,872

普通預金 4,496,224

定期預金 80,000

郵便振替貯金 77,592

小計 4,659,689

合計 4,735,849

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

三菱ＵＦＪニコス㈱ 37,349

㈱名古屋カード 21,505

㈱クレディセゾン 11,944

オーナーシステム加盟者(19名) 9,860

東急不動産ＳＣマネジメント㈱ 467

その他 98,679

合計 179,806

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 
当期首残高(千円)

 
当期発生高(千円)

 
当期回収高(千円)

 
当期末残高(千円)

 
回収率(％)

 
滞留期間(日)

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)

 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)
 

 
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
366

 

176,906 3,053,604 3,050,703 179,806 94.4 21.4

（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

区分 金額(千円)

毛糸 350,418

手芸用品 1,955,178

生地 1,494,397

和洋裁服飾品 1,195,232

衣料品 151,684

生活雑貨 481,236

合計 5,628,148
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④ 貯蔵品

区分 金額(千円)

販売促進用景品 301

切手・収入印紙 159

店舗用備品 67

合計 528

 

⑤ 差入保証金

区分 金額(千円)

店舗賃借保証金
1,731,131

(40,477)

第２ビル賃借保証金 45,000

社宅その他の差入保証金 7,872

合計
1,784,003

(40,477)

（注） 金額の（ ）内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して１年内に回収予定のものであり、貸借対照表上

は流動資産の「その他」に含めて表示しております。

 

⑥ 支払手形

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

原ウール㈱ 109,128

清原㈱ 82,852

㈱スペース 74,134

㈱ドウケ 55,751

ＪＵＫＩ販売㈱ 46,196

その他 680,647

合計 1,048,711

期日別内訳

期日別 金額(千円)

平成28年７月満期 600,494

平成28年８月満期 438,720

平成28年９月満期 9,495

合計 1,048,711
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⑦ 買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

清原㈱ 40,258

㈱ドウケ 31,339

ブラザー販売㈱ 30,652

ＪＵＫＩ販売㈱ 30,089

㈱ハッピージャパン 28,536

その他 476,146

合計 637,023

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 5,001,909 10,449,141 16,548,872 21,800,492

税引前四半期(当期)純利益金

額又は税引前四半期純損失金

額(△)

(千円) △228,118 △169,485 212,778 168,851

四半期純利益金額又は四半期

(当期)純損失金額(△)
(千円) △189,899 △191,140 20,033 △55,026

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期(当期)

純損失金額(△)

(円) △45.16 △45.46 4.76 △13.09

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額(△)

(円) △45.16 △0.30 50.22 △17.85
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 ９月中

基準日 ６月30日

剰余金の配当の基準日 12月31日、６月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所

（特別口座）

名古屋市中区栄三丁目15番33号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

  

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 －

買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲

載する方法とする。

公告掲載ＵＲＬ   http://www.fujikyu-corp.co.jp/

株主に対する特典

 
株主買物優待制度 

(1）対象株主 毎年６月30日及び12月31日現在100株以上所有の株主

(2）贈呈基準 100株以上 500円券５枚

(3）利用基準 お一人様１回１枚から５枚までご利用いただけます。ただし、

優待券のみでお支払いの場合、つり銭はご容赦ください。

(4）取扱店舗 当社経営の全店舗

(5）有効期間 ①６月末現在の株主 有効期間：10月～12月末

送付時期：９月末

 ②12月末現在の株主 有効期間：３月～６月末

送付時期：３月初め
 

（注） 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその

添付書類並びに確認書

 事業年度

（第55期）

自 平成26年７月１日

至 平成27年６月30日

 平成27年９月28日

東海財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその

添付書類

 事業年度

（第55期）

自 平成26年７月１日

至 平成27年６月30日

 平成27年９月28日

東海財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書  （第56期第１四半期） 自 平成27年７月１日

至 平成27年９月30日

 平成27年11月13日

東海財務局長に提出。

   （第56期第２四半期） 自 平成27年10月１日

至 平成27年12月31日

 平成28年２月12日

東海財務局長に提出。

   （第56期第３四半期） 自 平成28年１月１日

至 平成28年３月31日

 平成28年５月12日

東海財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 平成２８年９月２９日
 

藤 久 株 式 会 社
 

  取 締 役 会 御 中  

 

 有限責任監査法人 ト ー マ ツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松  村  浩  司   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 今  泉       誠   ㊞

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている藤久株式会社の平成２７年７月１日から平成２８年６月３０日までの第５６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明

細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、藤久株式

会社の平成２８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、藤久株式会社の平成２８年

６月３０日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、藤久株式会社が平成２８年６月３０日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。

２ ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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